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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　画面を有し、当該画面に海図を表示する表示部と、
　　前記画面へのタッチ操作を検出する操作検出部と、
　　前記検出した画面への２点のタッチ間距離が海図上の設定距離に一致する縮尺を追加
縮尺として登録する登録処理部と、
　　海図の縮尺を前記追加縮尺に変更する変更処理部と、
を備え、
　　前記登録処理部は、所要時間の指定を受け付け、指定された船速で当該所要時間の間
に移動する距離を前記設定距離とすることを特徴とする海図表示装置。
【請求項２】
　　請求項１に記載の海図表示装置であって、
　　前記登録処理部は、距離の指定を受け付け、当該指定された距離を前記設定距離とす
ることを特徴とする海図表示装置。
【請求項３】
　　請求項１又は２に記載の海図表示装置であって、
　　海図を表示し、前記画面へのピンチ操作による縮尺の変更を受け付ける第１表示モー
ドと、
　　前記追加縮尺で海図を表示し、前記ピンチ操作による縮尺の変更を受け付けない第２
表示モードと、
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　　の切替えを行う表示モード切替部を更に備えることを特徴とする海図表示装置。
【請求項４】
　　請求項３に記載の海図表示装置であって、
　　前記第１表示モードでは、前記画面への回転操作による海図の回転を受け付け、前記
第２表示モードでは、前記画面への回転操作による海図の回転を受け付けないことを特徴
とする海図表示装置。
【請求項５】
　　請求項１から４までの何れか一項に記載の海図表示装置であって、 
　　前記追加縮尺で海図を表示している場合において、前記操作検出部が検出した２点の
タッチ間距離である検出タッチ間距離が、前記登録処理部で当該追加縮尺を登録した際の
２点のタッチ間距離である登録タッチ間距離に近似しているときは、検出されたタッチ位
置の近傍に、前記設定距離及び当該設定距離の移動に掛か る所要時間の少なくとも一方
を前記表示部に表示する表示処理部を更に備えることを特徴とする海図表示装置。
【請求項６】
　　請求項５に記載の海図表示装置であって、
　　前記表示処理部は、連続して検出された前記検出タッチ間距離が、何れも前記登録タ
ッチ間距離に近似しており、検出されたタッチ位置が連続している場合は、 連続して検
出された前記検出タッチ間距離の合計に相当する前記設定距離及び前記所要時間の少なく
とも一方を表示することを特徴とする海図表示装置。
【請求項７】
　　請求項１から６までの何れか一項に記載の海図表示装置であって、
　　複数の前記追加縮尺を記憶する記憶部を備え、
　　前記変更処理部は、海図の縮尺を、複数の前記追加縮尺のうち指定された追加縮尺に
変更することを特徴とする海図表示装置。
【請求項８】
　　請求項７に記載の海図表示装置であって、
　　前記記憶部には、１つのタッチ間距離に対して複数の前記設定距離が登録されている
ことを特徴とする海図表示装置。
【請求項９】
　　請求項７又は８に記載の海図表示装置であって、
　　前記記憶部には、複数のタッチ間距離に対してそれぞれ前記設定距離が登録されてい
ることを特徴とする海図表示装置。
【請求項１０】
　　海図が表示された表示部の画面上への２点のタッチ位置の画面上の距離を示すタッチ
間距離が海図上の設定距離に一致する縮尺を追加縮尺として登録し、
　　さらに所要時間の指定を受け付け、指定された船速で当該所要時間の間に移動する距
離を前記設定距離とし、
　　海図の縮尺を前記追加縮尺に変更して当該海図を前記表示部の画面に表示する処理を
含むことを特徴とする海図表示方法。
【請求項１１】
　　海図が表示された表示部の画面上への２点のタッチ位置の画面上の距離を示すタッチ
間距離が海図上の設定距離に一致する縮尺を追加縮尺として登録し、
　　さらに所要時間の指定を受け付け、指定された船速で当該所要時間の間に移動する距
離を前記設定距離とし、
　　海図の縮尺を前記追加縮尺に変更して当該海図を前記表示部の画面に表示する処理を
含むことを特徴とする海図表示プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主として、海図を表示する海図表示装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　 特許文献１には、海図を含む航海情報を表示する表示装置が開示されている。この表
示装置は、タッチパネルとして構成されており、画面へのタッチ操作に基づ いて様々な
処理が行われる。例えば、タッチした２本の指を画面から離さずに指同士を近づけたり離
したりすることで、海図の縮尺が変更される。また、海図の 表示中に画面上の２点を指
でタッチすることで、２点のタッチ位置間の海図上の距離が画面に表示される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開２０１３／０５１０５１号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　 ここで、紙の海図を用いて所定の２点間の海図上の距離を測定する場合、初めに海図
上の目盛り（例えば緯度目盛り）にディバイダを合わせて、ディバイダの間 隔を海図上
の所定長さ（例えば１ＮＭ）に合わせる。そして、測定対象がディバイダの間隔（即ち海
図上の所定長さ）の何倍に相当するかを求めて計算を行うこ とで、測定対象の海図上の
距離を測定することができる。
【０００５】
　一方で、特許文献１のような電子海図では、上述のように海図上にタッチ操作を行うだ
けで測定対象の海図上の距離を測定することができる。しかし、従前の測定方法に慣れた
ユーザにとっては、このような操作が分かりにくいことがある。
【０００６】
　本発明は以上の事情に鑑みてされたものであり、その主要な目的は、ディバイダを用い
て行っていた距離の測定方法を電子海図上で行うことが可能な海図表示装置を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段及び効果】
【０００７】
　本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手
段とその効果を説明する。
【０００８】
　 本発明の観点によれば、以下の構成の海図表示装置が提供される。即ち、この海図表
示装置は、表示部と、操作検出部と、登録処理部と、変更処理部と、を備え る。前記表
示部は、画面を有し、当該画面に海図を表示する。前記操作検出部は、前記画面へのタッ
チ操作を検出する。前記登録処理部は、前記検出した画面へ の２点のタッチ間距離が海
図上の設定距離に一致する縮尺を追加縮尺として登録する。前記変更処理部は、海図の縮
尺を前記追加縮尺に変更する。
【０００９】
　 これにより、任意の間隔の２点のタッチを用いて追加縮尺を登録することができるの
で、例えば指を広げたときの２本の指の間隔を用いて追加縮尺の登録を行う ことで、ユ
ーザの手等の大きさに応じた追加縮尺で海図を表示できる。この登録された追加縮尺で海
図を表示することで、ユーザの手を用いてディバイダと同様 の方法で海図上の距離を測
定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態の海図表示装置を含む電子海図表示ネットワークシステムの
ブロック図。
【図２】演算部が行う登録処理を示すフローチャート。
【図３】設定距離又は所要時間の指定を受け付ける際の画面を示す図。
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【図４】タッチ間距離の登録を受け付ける際の画面を示す図。
【図５】記憶部に記憶される追加縮尺及びその関連情報を示す表。
【図６】演算部が行う追加縮尺への変更及び表示モードの切替え等の処理を示すフローチ
ャート。
【図７】第２表示モードで指の間隔を使って海図上の距離を測定している様子を示す図。
【図８】第２表示モードで指の間隔を複数回使って海図上の距離を測定している様子を示
す図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。初めに、図１を参照して、電子海
図表示ネットワークシステム１について説明する。図１は、本実施形態の海図表示装置２
０を含む電子海図表示ネットワークシステム１のブロック図である。
【００１２】
　 電子海図表示ネットワークシステム１は、船舶に搭載されて航海に必要な各種の情報
を表示するためのものである。図１に示すように、電子海図表示ネットワー クシステム
１は、ＧＰＳ受信機１１と、ＡＩＳ受信機１２と、船首方位センサ１３と、海図表示装置
２０と、を含んで構成されている。また、電子海図表示ネッ トワークシステム１を構成
する各舶用機器は、舶用ネットワーク１０を介して接続されている。
【００１３】
　舶用ネットワーク１０は、同 一の船舶内の舶用機器同士で通信を行うためのネットワ
ークである。舶用機器同士は、検出した情報等を、舶用ネットワーク１０を介してやり取
りすることがで きる。舶用ネットワーク１０はＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）であり、具体的にはイーサネット（登録商標）、 ＣＡＮ（Ｃｏｎｔｒｏｌｌ
ｅｒ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、又は、ＮＭＥＡ（Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍａｒｉｎｅ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　 Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）を採用することができる。なお
、ＧＰＳ受信機１１、ＡＩＳ受信機１２、及び船首方位センサ１３のうち少なくとも１つ
について、舶 用ネットワーク１０を介してではなく、海図表示装置２０と直接的にケー
ブル等で接続されていてもよい。
【００１４】
　ＧＰＳ受信機１１ は、ＧＰＳ衛星からの測位信号を、図略のＧＰＳアンテナを介して
受信する。ＧＰＳ受信機１１は、この測位信号に基づいて自船の位置（詳細には、ＧＰＳ
アン テナの位置、地球基準の絶対位置）を求めて海図表示装置２０へ送信する。なお、
ＧＰＳ受信機１１に代えて、ＧＰＳ以外のＧＮＳＳ（例えば、ＧＬＯＮＡＳＳ やＧＡＬ
ＩＬＥＯ等）を用いて自船の位置を求める受信機を用いることもできる。
【００１５】
　ＡＩＳ受信機１２は、他船が送信した ＡＩＳ信号を受信するように構成されている。
ＡＩＳ（Ｕｎｉｖｅｒａｌ　Ｓｈｉｐｂｏｒｎｅ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　 Ｓｙｓｔｅｍ：船舶自動識別システム）とは、自船の位置情報や航行
情報等を無線通信によって周囲に送信するシステムである。ＡＩＳ受信機１２は、他船が
送 信したＡＩＳ信号を受信して解析することで、他船の絶対位置及び目的地等の情報（
ＡＩＳ情報）を取得する。ＡＩＳ受信機１２は、取得したＡＩＳ情報を海図 表示装置２
０へ送信する。ＡＩＳ情報には、他船の名称、絶対位置、針路、及び目的地等が含まれて
いる。なお、ＡＩＳ信号の解析処理は、海図表示装置２０側 で行ってもよい。
【００１６】
　船首方位センサ１３は、自船の船首方位（自船の船首が向いている方向）を、地球基準
の絶対的な方位で検 出するように構成されている。船首方位センサ１３は、例えば磁気
方位センサ、ＧＰＳコンパス、ジャイロコンパス等を利用することができる。船首方位セ
ンサ １３は、検出した船首方位を海図表示装置２０へ送信する。
【００１７】
　海図表示装置２０は、電子海図を表示するための装置である。本 実施形態の海図表示
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装置２０は、比較的大型（例えば、画面サイズが３０インチ以上又は４０インチ以上）で
あり、表示される画面が水平方向に平行となるよう に配置される。なお、海図表示装置
２０は、画面サイズが３０インチ未満であってもよいし、表示される画面が垂直又は垂直
に近い角度で配置される構成であっ てもよい。
【００１８】
　また、本明細書において、水平方向とは、鉛直方向に垂直な面の他、海図表示装置２０
の設置先の床面に平行な面 も含む概念である。また、本明細書において、水平方向とは
、厳密に鉛直方向に垂直又は床面に平行でなくても良く、例えば１０°以下の角度をなし
ている場合 も含むものとする。また、海図表示装置２０の画面の傾斜角度が変更可能な
場合は、傾斜角度を変更して水平方向に向けることが可能であれば、「海図表示装置 ２
０の画面が水平方向に平行となるように配置される」に該当するものとする。
【００１９】
　図１に示すように、海図表示装置２０は、表示部２１と、操作検出部２２と、入力部２
３と、記憶部２４と、演算部２５と、を備える。
【００２０】
　 表示部２１は、電子データを図及び文字等を用いて表示可能な画面を有する部分であ
る。表示部２１は、例えば液晶ディスプレイであるが、プラズマディスプレ イ又は有機
ＥＬディスプレイ等であってもよい。本実施形態では、表示部２１の画面は長方形（矩形
）であるが、異なる形状（例えば正方形）であってもよい。
【００２１】
　 操作検出部２２は、表示部２１の画面に配置された静電容量式等のタッチパネルであ
る。操作検出部２２は、ユーザが自身の指又は操作具等を画面にタッチさせ て行ったタ
ッチ操作（タッチジェスチャ）を検出可能である。なお、タッチパネルに加えてハードウ
ェアキーが配置されていてもよい。操作検出部２２は、ユー ザが行ったタッチ操作に応
じた（タッチ位置の変化に応じた）電気信号を出力する。
【００２２】
　タッチ操作としては、１点又は複数点の タッチを行う操作以外にも、例えば、「ドラ
ッグ操作」、「ピンチ操作」、「回転操作」がある。ドラッグ操作とは、画面にタッチし
た指（１本又は複数本）を 画面から離さずに所定の方向へ移動させる操作である。この
ドラッグ操作には、海図をスクロールさせる処理が対応付けられている。ピンチ操作とは
、画面に タッチした２本の指を画面から離さずに、指同士を近づける操作（ピンチイン
操作）又は指同士を離す操作（ピンチアウト操作）である。このピンチ操作には、 海図
の縮尺を変更する処理が対応付けられている。回転操作とは、画面に２本の指をタッチし
、一方の指の周りを他方の指が回転する操作、あるいは、タッチし た２本の指を、この
２本の指の中心を回転中心として回転させる操作である。この回転操作には、海図を回転
させる（画面の向きに対して海図の方位を変更す る）処理が対応付けられている。
【００２３】
　入力部２３には、操作検出部２２が出力した電気信号が入力される。また、入力部２３
に は、操作検出部２２が出力した電気信号に加えて、海図表示装置２０の外部の機器が
出力した信号が入力される構成であってもよい。入力部２３は、具体的に は、操作検出
部２２が出力した信号、外部の機器が出力した信号が入力される入力ポート等である。入
力部２３に入力された信号に応じて、演算部２５が処理を 行う。
【００２４】
　記憶部２４は、海図情報、ユーザが登録した地点、ユーザが作成したルート、ユーザが
登録した追加縮尺（詳細は後 述）、及び各種プログラム等（例えば海図表示プログラム
）を記憶している。記憶部２４は、ハードディスク、フラッシュメモリ（フラッシュディ
スク及びメモ リーカード等）、又は光ディスク等の不揮発性メモリである。記憶部２４
は、上記の１つのハードウェアから構成されていてもよいし、複数のハードウェアから 
構成されていてもよい。例えば、海図情報のみが光ディスクに記憶され、その他の情報が
ハードディスクに記憶されていてもよい。
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【００２５】
　 演算部２５は、ＦＰＧＡ、ＡＳＩＣ、又はＣＰＵ等の演算処理装置である。演算部２
５は、記憶部２４等に記憶されたプログラムをＲＡＭ等に読み出して実行す ることで、
海図表示装置２０に関する様々な処理を実行できるように構成されている。これにより、
演算部２５によって、表示処理部６１、登録処理部６２、変 更処理部６３、及び表示モ
ード切替部６４が実現される。
【００２６】
　表示処理部６１は、入力部２３に入力された信号に応じて、図３に 示すように、記憶
部２４に記憶された海図及びルート等を表示部２１に表示する処理を行う。図３では、陸
地がドットで示されており、海が無地で示されてお り、ルートが符号３０で示されてい
る。なお、本実施形態では、ルート３０の作成及び表示設定等を行うメニューボタンが海
図上に重畳されている。また、表示 処理部６１は、ＧＰＳ受信機１１、ＡＩＳ受信機１
２、及び船首方位センサ１３から受信した各種情報を表示部２１に表示する処理等を行う
。具体的には、図３ に示すように、表示処理部６１は、自船位置及び船首方位等をテキ
ストで示した自船基本情報３１と、自船位置及び船首方位を海図上にシンボルで示した自
船シ ンボル３２と、ＡＩＳ情報から得られた他船の位置等を海図上にシンボルで示した
ＡＩＳシンボル３３と、を表示部２１に表示する。
【００２７】
　 また、表示処理部６１は、ユーザの手を用いてディバイダと同様の方法で海図上の距
離を測定した結果（後述の単独測定距離５６及び合計測定距離５７等）を表 示する処理
を行う。以下、この処理について詳細に説明する。上述したように、紙の海図を用いて海
図上の距離を測定する場合、ディバイダの間隔を海図上の所 定長さに合わせた後に、測
定対象がディバイダの間隔の何倍に相当するかを求めることで、測定対象の海図上の距離
を測定する。一般的に、ディバイダの間隔 は、ユーザが分かり易い数値（例えば５の倍
数等）に合わせられる。
【００２８】
　ディバイダを用いた計測方法をタッチパネル式の海図表 示装置２０に適用する場合、
例えば電子海図上に目盛りを表示し、その目盛りを用いて、ユーザの２本の指の間隔を海
図上の所定長さに合わせる方法が考えられ る。しかし、２本の指を同じ間隔で開き続け
ることは困難であるため、この方法で測定する場合は測定精度が低くなり易い。特に、測
定対象が指の間隔の何倍に 相当するかを求める際には、画面上で指等を動かす必要があ
るため、２本の指の間隔を維持できなくなって測定精度が低下する可能性がある。
【００２９】
　 以上を考慮し、本実施形態では、既存の縮尺で示された海図上の目盛りにユーザの２
本の指の間隔を合わせるのではなく、ユーザの２本の指の間隔とそれに対応 する海図上
の距離とが合致する縮尺（以下、追加縮尺）で海図を表示する。これにより、ユーザは所
望の指の開き方を用いて測定を行うことができるので、指の 間隔の再現性が高い指の開
き方（例えば所定の２本の指を限界まで開く方法）を用いることができる。そのため、２
本の指の間隔が一度維持できなくなった場合 でも、同じ間隔を再現できるため、測定精
度が低下することを防止できる。
【００３０】
　初めに、２本の指の間隔を基準として追加縮尺を 登録する登録処理について説明する
。図２は、演算部２５（登録処理部６２）が行う登録処理を示すフローチャートである。
図３は、設定距離又は所要時間の指 定を受け付ける際の画面を示す図である。図４は、
タッチ間距離の登録を受け付ける際の画面を示す図である。なお、以下ではユーザの親指
と人差し指の間隔 （より詳細には指先の間隔、以下同じ）を例として説明するが、他の
２本の指の間隔を用いてもよい。また、本実施形態では海図表示装置２０では片手の２本
の 指の間隔を用いて追加縮尺の登録を行うことを想定しているが、片手の２本の指の間
隔以外であっても追加縮尺の登録は可能である。
【００３１】
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　 初めに、登録処理部６２は、追加縮尺の登録を行う旨の指示を受け付けた場合（入力
部２３にその旨の電気信号が入力された場合）、設定距離又は所要時間の指 定を受け付
ける（Ｓ１０１）。設定距離とは、２本の指の間隔に対応付ける海図上の距離である。所
要時間とは２本の指の間隔が示す海図上の距離を移動するた めに掛かる時間である。
【００３２】
　具体的には、登録処理部６２は、図３に示すように、設定距離又は所要時間を指定する
ための第１ウ インドウ５０を表示部２１に表示する。第１ウインドウ５０には、設定距
離指定欄５１と所要時間指定欄５２とが含まれている。設定距離と所要時間は何れか一 
方のみを設定すればよい。従って、図３では、設定距離を指定する途中であるため、所要
時間指定欄５２がグレーアウトしている。所要時間指定欄５２は、所要 時間と船速の両
方を指定可能な構成であるが、船速を事前に指定しておき、所要時間指定欄５２では所要
時間のみを指定する方法であってもよい。設定距離、所 要時間、又は船速等の指定は、
図３に示すように複数の値から所望の値を選択する方法であってもよいし、ユーザによる
所望の値の入力を受け付ける方法であっ てもよい。また、設定距離を指定する方法は、
数値を入力又は選択する方法に代えて、海図上の２点を選択し当該２点間の海図上の距離
を設定距離とする方法で あってもよい。
【００３３】
　次に、登録処理部６２は、タッチ間距離の受付けを行う（Ｓ１０２）。タッチ間距離と
は、２点のタッチ位置の画面上の距離である。画面上の距離は、ピクセル数等の単位で記
述されていてもよいし、ｍｍ等の単位で記述されていてもよい。
【００３４】
　 具体的には、登録処理部６２は、図４に示すように、タッチ間距離を受け付けるため
の第２ウインドウ５３を表示する。この時点では図４の参照目盛り５４は表 示されてい
ない。ユーザは所望の指の開き方で第２ウインドウ５３に２点のタッチを行う。これによ
り、２点のタッチ位置の間に参照目盛り５４が表示される。 参照目盛り５４は、前工程
で指定した設定距離又は所要時間を示す目盛り及び数値である。参照目盛り５４が表示さ
れることで、前工程で指定した設定距離等と 指の間隔とが対応付けられることが直感的
に把握できる。なお、参照目盛り５４の表示は省略することもできる。
【００３５】
　また、登録 処理部６２は画面への２点のタッチを同時に検出した場合であってもタッ
チ間距離を受付可能である。あるいは、登録処理部６２は、初めに画面への１点のタッ 
チを検出し、当該１点目のタッチを検出している状態で画面への２点目のタッチを検出し
た場合であってもタッチ間距離を受付可能である。また、登録処理部 ６２は、２点のタ
ッチ位置を検出した時点のタッチ間距離を受け付ける構成であってもよいし、２点のタッ
チ位置が検出されてその後に少なくとも一方が非検出 となった時点（即ち指を離した時
点）のタッチ間距離を受け付ける構成であってもよい。また、登録処理部６２は、第２ウ
インドウ５３を表示せずに海図上で２ 点のタッチを受け付ける構成であってもよい。
【００３６】
　次に、登録処理部６２は、追加縮尺の算出及び登録を行う（Ｓ１０３）。追加 縮尺は
、ステップＳ１０１で指定した設定距離又は所要時間と、ステップＳ１０２で受け付けた
タッチ間距離と、を対応付けた縮尺である。従って、タッチ間距 離を設定距離で除する
等の演算を行うことで、追加縮尺を算出できる。なお、設定距離ではなく所要時間が指定
された場合は、指定した船速で所要時間の間に移 動する距離（設定距離）を求める。以
上のようにして算出した追加縮尺で海図を表示することで、ステップＳ１０２で受け付け
たタッチ間距離が、海図上では設 定距離等に一致する。登録処理部６２は、算出した追
加縮尺を記憶部２４に記憶する。
【００３７】
　また、本実施形態では、複数の追加縮 尺の登録が可能である。図５には、記憶部２４
に記憶された複数の追加縮尺の例が示されている。図５に示す表には、複数のタッチ間距
離（Ａ～Ｃ）が記載され ている。タッチ間距離はユーザの手の大きさ等によって異なる
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ため、複数のタッチ間距離を登録可能とすることで、それぞれのユーザに応じた追加縮尺
のタッチ 間距離を記憶できる。また、あるユーザの追加縮尺から、別のユーザの追加縮
尺に切り替える際の処理を可能にするために、タッチ間距離毎にＩＤが付されてい る（
ＩＤを用いてタッチ間距離を区別する）。また、ＩＤ３では、同じタッチ間距離に複数の
設定距離が登録されている。これにより、同じユーザが縮尺を大き くして短距離を測定
したい場合と、縮尺を小さくして長距離を測定したい場合と、の両方に対応可能である。
このように、本実施形態では、タッチ間距離又は設 定距離（所要時間）が異なる複数の
追加縮尺が登録されているため、追加縮尺で海図を表示する際には、例えば追加縮尺の一
覧及びＩＤ等を表示し、適用する追 加縮尺を選択可能である。
【００３８】
　次に、登録した追加縮尺で海図を表示する処理について図６から図８を参照して説明す
る。図６ は、演算部２５が行う追加縮尺への変更及び表示モードの切替え等の処理を示
すフローチャートである。図７は、第２表示モードで指の間隔を使って海図上の距 離を
測定している様子を示す図である。図８は、第２表示モードで指の間隔を複数回使って海
図上の距離を測定している様子を示す図である。
【００３９】
　 表示モード切替部６４は、縮尺を自在に変更可能な第１表示モードと、追加縮尺で海
図を表示する第２表示モードと、を切替可能である。第１表示モードは一般 的な海図の
表示方法であり、様々な用途に用いられる表示モードである。一方で第２表示モードは、
追加縮尺で海図を表示することもあり、ユーザの手で海図上 の距離を測定することを主
目的とする表示モードである。このように、本実施形態の海図表示装置２０は、追加縮尺
で海図を表示する表示モードを別途設け、表 示モードに応じてユーザのタッチ操作に対
する処理を異ならせる構成（例えば第２表示モードではピンチ操作による縮尺の変更の無
効化する等）である。
【００４０】
　 なお、海図表示装置２０は、表示モードを分けずに海図を表示する構成であってもよ
い。この場合、縮尺の選択時において、既存の縮尺（５万分の１、２０万分 の１等の一
般的な縮尺）に加えて、追加縮尺が候補として表示される。あるいは、追加縮尺を適用す
るための専用のボタン（例えば画面上に表示されるボタン） があってもよい。また、ピ
ンチ操作を行って縮尺を変更する際に、追加縮尺の近傍の縮尺になった際に自動的に追加
縮尺となるように設定してもよい。なお、表 示モードを分けない場合、ピンチ操作によ
る縮尺の無効化等が行われないため、ピンチ操作を行うことで追加縮尺による海図の表示
が終了することとなる。
【００４１】
　 演算部２５は、第１表示モードで海図を表示している際には、第２表示モードへの切
替指示がされたか否かを判断している（Ｓ２０１）。第２表示モードへの切 替指示があ
った場合、表示モード切替部６４が第２表示モードへの切替えを行うとともに、変更処理
部６３が縮尺を追加縮尺に変更する（Ｓ２０２）。なお、複 数の追加縮尺が登録されて
いる場合は、指定された追加縮尺に変更する。また、第２表示モードでは、現在の縮尺が
追加縮尺であることを分かり易くするため に、図７に示すように、設定距離目盛り５５
が表示される。設定距離目盛り５５は、追加縮尺に対応付けられた設定距離に応じた長さ
である。また、設定距離目 盛り５５の周囲には、設定距離（数値）、ユーザを示すＩＤ
、手で計測するモードであることが分かり易くなるための手のアイコン等が表示される。
これらのう ち一部のみが表示される構成であってもよい。また、設定距離ではなく所要
時間が設定されている場合は所要時間が表示される。
【００４２】
　 また、演算部２５は、第２表示モードでは、ピンチ操作による縮尺変更を無効化する
とともに、回転操作による海図の回転を無効化する（Ｓ２０３）。仮に、第 ２表示モー
ドにおいて、ピンチ操作による海図の縮尺が有効であれば、距離を測定するために海図上
の２点をタッチした際に（又は距離の測定後に画面にタッチ している指等を離した際に
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）僅かに縮尺が変更される可能性がある。また、仮に回転操作による海図の回転が有効で
あれば、距離の測定時に海図が頻繁に回転す ることが考えられる。例えば、ユーザが親
指及び人差し指で海図にタッチし、親指の位置を維持しつつ親指を中心に人差し指を回転
させて人差し指の位置を変化 させて（ピボット回転して）折れ線状の長さを計測する場
合、海図が回転する可能性がある。以上により、第２表示モードでは、ピンチ操作による
縮尺の変更及 び回転操作による海図の回転を無効化している。
【００４３】
　また、演算部２５は、第２表示モードで海図を表示している間において、 タッチ位置
が２点である場合はタッチ間距離の算出を行う。以下では、海図の表示中に検出されたタ
ッチ間距離を「検出タッチ間距離」と称する。また、ステッ プＳ１０２で受け付けたタ
ッチ間距離（追加縮尺の登録に用いられているタッチ間距離、記憶部に記憶されているタ
ッチ間距離）を「登録タッチ間距離」と称す る。
【００４４】
　演算部２５は、登録タッチ間距離と近似する間隔の２点のタッチ位置を検出したか否か
（検出タッチ間距離が登録タッチ 間距離に近似するか否か）を判定する（Ｓ２０４）。
表示処理部６１は、検出タッチ間距離が、登録タッチ間距離に近似していると判断したと
きは（ステップ Ｓ２０４でＹｅｓの場合は）、図７に示すように、検出されたタッチ位
置の近傍に単独測定距離５６を表示する（Ｓ２０５）。単独測定距離５６は設定距離と同
 じ長さを示す数値である。また、ユーザはタッチ間距離の再現性の高い方法で２本の指
の間隔を登録しているが、登録時と全く同じタッチ間距離を再現すること は不可能に近
いため、検出タッチ間距離が登録タッチ間距離に近似している場合でも単独測定距離５６
を表示する。単独測定距離５６が表示されることで、ユー ザは測定対象の距離が直感的
に分かり易くなる。なお、単独測定距離５６は数値に加えて又は代えて目盛りを表示する
構成であってもよい。また、設定距離では なく所要時間が設定されている場合は所要時
間が表示される。なお、設定距離と所要時間の両方を表示する構成であってもよい。
【００４５】
　 また、演算部２５は、登録タッチ間距離と近似する間隔の２点のタッチ位置を連続し
て検出したか否かを判定する（Ｓ２０６）。具体的には、演算部２５は、 （１）連続し
て検出された検出タッチ間距離が、何れも登録タッチ間距離に近似していることと、（２
）連続して検出されたタッチ位置が連続していること（例 えば３回のタッチがされる場
合は、１回目のタッチの２点目の位置と、２回目のタッチの１点目の位置とが一致し、更
に、２回目のタッチの２点目の位置と３回 目のタッチの１点目の位置が一致すること）
の判定を行う。表示処理部６１は、これらの両方を満たすと判断した場合、連続して検出
された検出タッチ間距離の 合計に相当する合計測定距離５７を図８に示すように表示す
る（Ｓ２０７）。また、設定距離ではなく所要時間が設定されている場合は所要時間の合
計が表示さ れる。なお、設定距離の合計と所要時間の合計との両方を表示する構成であ
ってもよい。
【００４６】
　また、演算部２５は、第１表示モー ドへの切替指示があるか否かを判断している（Ｓ
２０８）。演算部２５は、第１表示モードへの切替指示があった場合は、表示モード切替
部６４が第１表示モー ドへの切替えを行うとともに、ピンチ操作による縮尺変更を有効
化するとともに、回転操作による海図の回転を有効化する（Ｓ２０９）。そして、また、
ステッ プＳ２０１の判断を行う。
【００４７】
　以上に説明したように、本実施形態の海図表示装置２０は、表示部２１と、操作検出部
２２と、登 録処理部６２と、変更処理部６３と、を備え、海図表示プログラムが実行さ
れることで本発明の海図表示方法が実現される。表示部２１は、画面を有し、画面に 海
図を表示する。操作検出部２２は、画面へのタッチ操作を検出する。登録処理部６２は、
画面への２点のタッチ間距離が海図上の設定距離に一致する縮尺を追 加縮尺として登録
する。変更処理部６３は、海図の縮尺を追加縮尺に変更する。
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【００４８】
　これにより、任意の間隔の２点のタッチを用 いて追加縮尺を登録することができるの
で、例えば手を広げたときの２本の指の間隔を用いて追加縮尺の登録を行うことで、ユー
ザの手等の大きさに応じた追加 縮尺で海図を表示できる。この登録された追加縮尺で海
図を表示することで、ユーザの手を用いてディバイダと同様の方法で海図上の距離を測定
することができ る。
【００４９】
　また、本実施形態の海図表示装置２０において、登録処理部６２は、距離の指定を受け
付け、当該指定された距離を設定距離とする。
【００５０】
　これにより、所望の距離が入力されたり選択されたりすることで、ユーザが望む設定距
離を用いて追加縮尺を登録できる。
【００５１】
　また、本実施形態の海図表示装置２０において、登録処理部６２は、所要時間の指定を
受け付け、指定された船速で当該所要時間の間に移動する距離を設定距離とする。
【００５２】
　これにより、所望の所要時間が入力されたり選択されたりすることで、ユーザが望む所
要時間を用いて追加縮尺を登録できる。
【００５３】
　 また、本実施形態の海図表示装置２０において、表示モード切替部６４は、第１表示
モードと、第２表示モードと、の切替えを行う。第１表示モードは、海図を 表示し、画
面へのピンチ操作による縮尺の変更を受け付ける。第２表示モードは、追加縮尺で海図を
表示し、ピンチ操作による縮尺の変更を受け付けない。
【００５４】
　これにより、第２表示モードで海図を表示して、ユーザが手を用いて海図上の距離を測
定している際に、意図せずに縮尺が追加縮尺から変更されることを防止できる。
【００５５】
　また、本実施形態の海図表示装置２０において、第１表示モードでは、画面への回転操
作による海図の回転を受け付ける。第２表示モードでは、画面への回転操作による海図の
回転を受け付けない。
【００５６】
　これにより、ユーザが手を用いて海図上の距離を測定している際に、意図せずに海図が
回転することを防止できる。
【００５７】
　 また、本実施形態の海図表示装置２０において、表示処理部６１は、追加縮尺で海図
を表示している場合において、操作検出部２２が検出した２点のタッチ間距 離である検
出タッチ間距離が、登録処理で受け付けた２点のタッチ間距離である登録タッチ間距離に
近似していると判断したときは、検出されたタッチ位置の近 傍に、設定距離及び当該設
定距離の移動に掛かる所要時間の少なくとも一方を表示する。
【００５８】
　これにより、登録処理で受け付けた 指の間隔等でタッチすることで設定距離等が表示
されるので、ユーザが手を用いて海図上の距離を測定し易くなる。特に、検出タッチ間距
離が登録タッチ間距離 と僅かに異なっている場合でも設定距離を表示することで、測定
対象が設定距離等の何倍に相当するか等の測定が容易となる。
【００５９】
　 また、本実施形態の海図表示装置２０において、表示処理部６１は、連続して検出さ
れた検出タッチ間距離が、何れも登録タッチ間距離に近似しており、検出さ れたタッチ
位置が連続している場合は、連続して検出された検出タッチ間距離の合計に相当する設定
距離及び所要時間の少なくとも一方を表示する。
【００６０】
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　これにより、測定対象が設定距離等の何倍に相当するか等の測定が一層容易となる。
【００６１】
　また、本実施形態の海図表示装置２０は、複数の追加縮尺を記憶する記憶部２４を備え
る。変更処理部６３は、海図の縮尺を、複数の追加縮尺のうち指定された追加縮尺に変更
する。
【００６２】
　これにより、追加縮尺を記憶することで登録処理を毎回行う必要がない。特に、複数の
追加縮尺を記憶することで、登録するユーザ、指の広げ方、及び縮尺等が異なる追加縮尺
を事前に登録できるので、それ以降は登録処理が不要となる。
【００６３】
　また、本実施形態の海図表示装置２０において、記憶部２４には、１つのタッチ間距離
に対して複数の設定距離が登録されている。
【００６４】
　これにより、ユーザが手を用いて海図上の長い距離を測定したい場合と短い距離を測定
したい場合との両方に対応することができる。
【００６５】
　また、本実施形態の海図表示装置２０において、記憶部２４には、複数のタッチ間距離
に対してそれぞれ設定距離が登録されている。
【００６６】
　これにより、例えば複数のユーザの指の間隔を登録できるので、複数のユーザが海図表
示装置２０を使用する場合であっても、それぞれのユーザが手を用いて海図上の距離を測
定できる。
【００６７】
　以上に本発明の好適な実施の形態を説明したが、上記の構成は例えば以下のように変更
することができる。
【００６８】
　 図２及び図６のフローチャートの記載は一例であり、処理の順序を入れ替えたり、一
部の処理を省略したり、他の処理を追加したりすることもできる。例えば、 ステップＳ
１０１とステップＳ１０２の処理の順序を入れ替えてもよい。この場合、先にタッチ間距
離を受け付け、当該タッチ間距離に対応させる設定距離又は 所要時間を次に指定するこ
ととなる。
【００６９】
　上記実施形態では、海図表示装置２０は画面が水平面と平行となるように配置されてい
るが、異なる角度で配置される構成であってもよい。
【００７０】
　上記実施形態では、主として電子海図を表示する海図表示装置に本発明を適用する例を
説明したが、電子海図に加えてレーダ映像、魚群探知機の映像等を表示可能な表示装置に
も本発明を適用できる。
【符号の説明】
【００７１】
　２０　海図表示装置
　２１　表示部
　２２　操作検出部
　２３　入力部
　２４　記憶部
　２５　演算部
　６１　表示処理部
　６２　登録処理部
　６３　変更処理部
　６４　表示モード切替部
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